
    黒潮町広報有料広告掲載要綱   

                 （平成１９年８月２０日告示第３４３号）    

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、黒潮町の自主財源の確保、町内商工業者の育成と振興及び生活情

報の提供のため、募集した広告（以下「広告」という。）を有料で広報くろしお（以下

「広報」という。）に掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。 

 （広告の掲載基準） 

第２条 広報に掲載できる広告は、町の品位、イメージを妨げないもの及び町民に不利

益を与えない中立性のあるものとし、次の各号に該当するものは掲載しない。ただし、

広告として掲載することが適当であると町長が認める場合はこの限りでない。 

（１）法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条の適用を受ける業種であるもの 

（３）貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第２条の適用を受ける

業種であるもの 

（４）政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝その他これらに類するもの 

（５）公の秩序又は善良な風俗に反するもの、又は反するおそれのあるもの 

（６）虚偽又は誇大な表現で不適切なもの 

（７）町が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの 

（８）町税を滞納しているものの広告 

（９）その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの 

 （広告掲載の優先順位） 

第３条 広告を掲載する優先順位は、次に掲げる順序とする。 

（１）公共性のある私企業等で、町内に事業所等を有するもの 

（２）前号に掲げるもの以外の私企業及び自由業で、町内に事業所等を有するもの 

（３）その他、広告として掲載することが妥当であると町長が認めるもの 

 （広告の規格等） 

第４条 広告の規格、枠数、広告掲載料及び広告の作成方法等は、当該広報媒体を所管

する課において定めるものとする。 

 （広告掲載希望者の募集） 

第５条 広告の募集は、所管する課において募集期間等を定め、広報及び黒潮町ホーム

ページ等により行うものとする。 

 （広告掲載の申込み） 

第６条 広報に広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、黒潮町広報有

料広告掲載申込書（様式第１号）を、掲載を希望する月の前月の初日までに、町長に

提出しなければならない。 



 （広告掲載の決定） 

第７条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、募集期間終了後、速やかに

広告掲載の可否を決定し、黒潮町広報有料広告掲載決定通知書（様式第２号）により

申込者に通知しなければならない。 

２ 広告の申し込みが当該広告枠数を超えた場合で、かつ、第２条に規定する広告の掲

載基準を満たしているときは、第３条の規定による広告掲載の優先順位に基づいて抽

選により決定する。 

３ 広告掲載の決定通知を受けた申込者（以下「広告主」という。）は、町長が指定する

期日までに町長に広告案を提出しなければならない。 

 （広告掲載スペース料の納入） 

第８条 広告主は、前条第１項に規定する掲載決定後、町長が指定する期日までに広告

掲載料を一括納入するものとする。 

 （広告案の審査） 

第９条 町長は、第７条第３項に規定する広告案が提出されたときは、その内容を速や

かに審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めることができる。 

 （広告の作成） 

第１０条 広告主は、前条に規定する審査後（修正を求めた場合は、修正後）に広告を

作成するものとする。 

 （広告主の責任等） 

第１１条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 

 （広告掲載の取消し） 

第１２条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第７条の規定による広告掲

載の決定を取り消すことができる。 

（１）町長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納入し

なかったとき 

（２）その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき 

 （広告掲載料の還付） 

第１３条 広告掲載料は還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくな

った場合は、この限りではない。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２０年６月２日告示第４９号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２３年１１月４日告示第８３号） 



この告示は、公表の日から施行し、平成２３年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２５年４月８日告示第３０号） 

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町広報有料広告掲載要綱の規定は、

平成２５年４月１日から適用する。 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

黒潮町広報有料広告掲載申込書 

 

年  月  日 

黒 潮 町 長  様 

 

郵 便 番 号       －         

住 所（所在地）                          

名          称                           

代表者職・氏名            ㊞ 

申 込 者   電  話  番  号                           

Ｆ Ａ Ｘ 番 号                           

メールアドレス                           

担当者職・氏名                           

 

 

黒潮町広報有料広告掲載に関する基本要綱を厳守のうえ、下記のとおり申し込みます。 

なお、申し込みにあたり、納税状況、経営状況等を確認することについて同意します。 

 

 

広告媒体  広報くろしお      年   月号 

 

広告期間     カ月 

 

広告寸法     タイプ（縦×横：   ㎝×   ㎝） 

□白黒  □カラー（Ｃタイプはカラーのみ） 

 

広告内容                                   

 

＜注意事項＞ 

＊ 企業・団体等の業務内容がわかる書類（パンフレット・チラシ・資格証明書など）も

添付してください。 

＊ 掲載を希望する広告の素案等も併せて添付してください。 

＊ 広告にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、申込者で著作権等の確認を行い、

著作権料等が発生する場合は支払いをしてください。 



様式第２号（第７条関係） 

 

黒潮町広報有料広告掲載決定通知書 

 

 

年  月  日 

 

               様 

 

 

黒 潮 町 長 

 

 

年  月  日付けで申し込みのありました黒潮町広報有料広告掲載につき

まして、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

１．決定区分 

 

□ 掲載する （     年  月  日までに広告原稿を提出してください。） 

□ 掲載しない ＜理由＞ 

 

２．広告媒体  広報くろしお      年   月号 

 

３．広告掲載料 

金            円 〔納付期限     年  月  日〕 

 

４．その他（掲載条件等） 

 

 

＜注意事項＞ 

＊ 広告掲載料は納付期限までに一括納入すること。 

＊ 広告にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、申込者で著作権等の確認を行

い、著作権料等が発生する場合はその支払をすること。 

＊ 広告の内容に関する責任は、広告主が負うこと。町では一切の責任を負いません。 


